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【教育目標】『三春に暮らす生徒一人ひとりに、将来に対して喜びと生きがいのある人生を主体的に創造する力を育み、地域に信頼され、ひいては、国際社会に貢献できる人材を育てる』

【スマホやゲームをコントロール！ ～わかっていて、できることが『わかる』です。～】
学校だよりではこれまで複数回にわたってスマホや LINE・ＳＮＳなどの怖さについてお知らせし

てきました。脳や学習によくない効果があることがわかっていても止められない、わかっていても反
応してしまうという一方で、スマホや LINE・ＳＮＳの使用を１時間以内に自らコントロールできる
人は学習成績も上位にいることができるということも統計的データからわかっています。
１２月２２日（土）から冬休みを迎えます。クリスマスやお正月などで、人が集まったり人と関わ

ったりする機会が多くなります。そんなときだからこそ、自分自身を大切にする意味でも、正しい判
断力と行動力をもって、スマホやＬＩＮＥ・ＳＮＳ上の問題行動に巻き込まれない、起こさないとい
う決意をもって冬休みも過ごしていきましょう。
以下には、福島県警インターネット被害防止標語『あとがこわい』を掲載しました。年末年始の慌

ただしい日々ではありますが、お子様の生活にも十分目配りをいただき、希望あふれる新年につなげ
てまいりたいものです。

【う歯処置完了率、前年度２３．９％、３０年度１２月で２８．８％！】
今年度当初に行った歯科検診の結果、三春中生徒の永久歯有病率は４０％でした。１２月現在、そ

の処置が完了したのが２３．８％、平成２９年度１年間の処置率とほぼ並んでいます。冬休みを活用
し、まだ処置の完了していない永久歯有病者生徒のみなさんの歯の治療をお願いいたします。
お知らせしているとおり、三春中学校では、『食育』を推進しておりますが、肝心の食べ物をはじ

めに体内に取り入れる口腔部分に病気があったのでは、よりよく食べる（＝生きる）ことにつながり
いくくなります。『８０２０』運動を目標に、暴飲暴食にはくれぐれも気をつけながら、おいしいお
正月料理をバランスよくいただき、心身ともに健康で過ごせるようにしてまいりましょう。

【町部活動指針へご理解・ご協力を！～生徒の健康・安全を優先し、持続可能な部活動を～】
平成３０年１０月３０日付文書『部活動の休養日及び活動時間に関する指針について』においては、

三春町の指針に基づき、本校の部活動の在り方についてお伝えしたところです。その中にもございま
すとおり、この指針は、生徒の健康・安全を最優先し、『生きる力』を育むと共に、教職員のワーク
ライフバランスを実現し、持続可能な活動の在り方をめざすためのものであります。
つきましては、その趣旨に対するご理解・ご協力をあらためてお願いいたします。

『部活動の休養日及び活動時間に関する指針について』
１ 指針の趣旨

① 児童生徒の調和のとれた心身の発達及び②教職員の多忙化解消の観点から、本町における部
活動の適正な運営と休養について再確認する。

（１）児童生徒の健康・安全を優先して、心身ともにたくましく「生きる力」の育成の場とする。
（２）教職員のワークライフバランスを実現した持続可能な部活動の在り方をめざす。
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２ 指針における内容
（１）休養日の設定に関すること

① 年間を通し、部活動休養日を１週あたり平日１日以上及び週休日（土・日）１日以上設ける。
② 大会等（遠征、合宿、練習試合を含む）の参加により週休日２日とも活動した場合、週休日
１日分の休養日を翌週の平日に振替える。

③ 全町一斉の部活動休養日を設定する。
・お盆期間中 ８月１３日～８月１６日 ・年末年始 １２月２９日～１月 ３日
・年度始 ４月 １日（４月１日が週休日の場合４月最初の職員勤務日までを加える。）

（２）活動時間に関すること
① 授業日は上限２時間とする。また、週休日、祝祭日、長期休業日は上限３時間とする。
② 休日の大会等（遠征、合宿、練習試合を含む）は上記活動時間（上限３時間）とは別に計画
されるが、生徒の健康・安全を第一に考え、十分な休養日を設け、併せて、教職員の多忙化解
消を図る。※ 週休日２日間とも活動した場合、週休日１日分の休養日を翌週平日に振替える。

③ 朝の始業前練習は行わない。ただし、特設部活動は、校長が認めた期間と時間の中で行う。
また、部活動の再編についても継続中でありますので、あらためてお伝えいたしますと共に、趣旨

等についてのご理解・ご協力を重ねてお願いいたします。

『 部 活 動 経 営 計 画 』
１ ねらい等 ～顧問による指導の下、学校教育の一環として～
（１）生徒一人ひとりの実態に応じ、気力や体力、個性などの伸長を図る。
（２）心身の健全な発達を助長し、中学生として望ましい態度を養う。
（３）集団の一員としての態度と役割を自覚させ、協調性を養い、友情を深めるとともに、自主的精

神と態度を養う。
（４）時間と場を有効かつ効率的に使う意識と態度を養い個に応じ趣味・特技・教養を身につける。
（５）これまでの学校体育としての部活動と地域のスポーツ少年団・錬成会などの社会体育との連携

・特色等について再考し、三春中学校の現状にふさわしい部活動の編成を実現する。
※ これまでの経過
平成３０年２月２日 ○ 「部活動再編」の方向性を、生徒・保護者に示す。

①生徒数の減少による部員数確保 ②教員数の減少による部活動上の安全確保 ③活動上のトラ
ブル解決のための人員確保

平成３０年３月初旬 ○ 平成３０年度からの「部活動再編」（案）の決定

平成３０年度
４月 部員募集・（仮入部）・正式入部
※ 規定の部員数に達した部活動は継続とし、試合開始可能人数に達しない部活動（団体戦開始
可能人数）は次年度４月の休部候補とする。新人チームも同様とする。

※ 団体戦・個人戦のある部活動も、団体戦での試合開始可能人数に達しない部活動は次年度４
月の休部候補とする。

※ 仮入部の時点で、全部員に部員数を連絡し、継続・他候補検討の意思確認を行う。
※ 正式入部時点で、規定の試合開始可能人数に達しない部活動（団体戦開始可能人数）は合同
チームとして活動できる相手校・チームを探し、見つかった場合は、合同チームとして総合大
会へ参加する。新人チームも同様とする。

４月２１日 ○ ＰＴＡ総会・授業参観等での説明
※ 今後の部活動の在り方等についての説明

５月初旬 ○ 臨時部活動保護者代表者会を開催し、経過等の説明
※ 入部状況、各部の現状、要望事項等について協議し、今後の部活動の在り方等について共通
理解を図る。

６～７月 ３年生引退
※ 次年度休部候補の部活動は、合同チームとして活動できる相手校・チームを探し、見つかっ
た場合は、合同チームとして練習し、新人大会へ参加する。相手が見つからなかった場合は、
練習に関しては継続できるが、大会等へは参加できない。

※ 次年度の入部部活動について、教育相談等の教育相談内容として、検討していく。
平成３１年２月１日（金）新入生学校説明会
※ 部活動の現状と以降の見通し等について、新入生及び保護者に説明する。

平成３１年度
４月 部活動再編 ※ 規定の試合開始可能人数（団体戦開始可能人数）に達した部活動は継続し

達しない部活動は休部とする。

【三春中ＨＰアクセス数「９，４２７」！～１日約２００件増、大台「１０，０００」へ。～】
三春町ポータルサイトの新たに出発した三春中学校ホームページのアクセス数カウンターが、１２

月１９日の８：３５現在、「９，４２７」をカウントしています。１日約２００件ずつ閲覧数が増え
ています。熱心にご覧いただきありがとうございます。
さて、これまでの経緯から見ると、「１０，０００」件の大台にのるのは、冬休み初日の２２日あ

たりが予想されます。これまでの閲覧による学校とご家庭との情報の共有に感謝申し上げますと共に、
今後も、ホームページ上においても、『連携・コミュニケーション』を図ってまいりたいと存じます
ので、どうぞよろしくお願いいたします。


